
言
い
逃
れ 

通
用
し
な
い 

 

町
は
世
帯
主
・
水
道
使
用
名

義
人
と
し
て
山
田
議
員
を
、
「
上

水
道
の
水
を
盗
ん
だ
」
窃
盗
罪
で

告
訴
し
た
の
で
す
。 

改
め
て
、
「
確
信
的
」
な
盗
水

の
実
態
を
振
り
返
る
と
、
メ
ー
タ

ー
手
前
か
ら
山
田
議
員
宅
に
引

き
込
ま
れ
た
盗
水
バ
イ
パ
ス
管

の
途
中
に
埋
め
ら
れ
た
バ
ル
ブ

を
設
置
。
そ
の
バ
ル
ブ
は
止
水
栓
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議
員
有
志
６
人
（
藤
堂
、
建
部
、
木
村
、
阪
東
、
丸
山
光
雄
、
西

澤
）
が
呼
び
か
け
た
リ
コ
ー
ル
署
名
の
収
集
が
今
月
15
日
（
月
）

か
ら
は
じ
ま
り
ま
し
た
（
５
月
14
日
ま
で
）。 

山
田
議
員
は
「
町
民
の
皆
様
へ
」
な
る
書
面
を
「
甲
良
町
議
会
議

員 
山
田
寿
一
・
関
係
者
一
同
」
の
名
で
配
布
し
、
必
至
の
抵
抗
を

試
み
て
い
る
よ
う
す
。 

 

有
権
者
の
３
分
の
１
を
超
え
る
目
標
を
達
成
し
、
山
田
壽
一
議
員

の
「
解
職
賛
成
」
か
「
解
職
反
対
」
を
問
う
住
民
投
票
を
ぜ
ひ
実
現

さ
せ
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

の
上
部
だ
け
が
地

表
に
現
れ
（
普
段

は
石
な
ど
で
隠
し

て
あ
る
）
、
盗
水
の

管
理
を
し
て
い
た

も
の
。
メ
ー
タ
ー

の
止
水
栓
を
閉
め

た
の
に
家
内
の
蛇

口
か
ら
水
道
水
が

流
れ
た
の
で
す
。

（
平
成

23

年

12

月
議
会
の
写
真
・

資
料
よ
り
） 

署名運動などの 
妨害には１１０番を 
 建部議長は１５日、甲良町の駐在

所におもむき、解職請求の運動が始

まったことを伝え、妨害等が発生し

た場合に適切な対応を要請。警察官

は、証拠の保全や 110 番通報するこ
となど助言していただきました。 

「
反
論
」
に 

な
ら
な
い
反
論 

山
田
議
員
ら
が
配
布
し
た
書
面

は
「
検
察
が
ど
の
よ
う
な
審
判
を
下

す
の
か
私
と
し
て
は
静
か
に
結
果

を
待
つ
の
み
で
あ
り･

･
･

」
と
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
法
律
に
基
づ
い
て
、

「
盗
水
議
員
の
続
投
か
否
か
」
を
―

町
内
全
有
権
者
の
審
判
の
機
会
を

つ
く
ろ
う
―
と
す
る
の
が
リ
コ
ー

ル
署
名
で
す
。
住
民
投
票
の
実
施
を

「
静
か
に
結
果
を
待
つ
」
こ
と
こ
そ

山
田
議
員
ら
に
求
め
ら
れ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

だ
れ
が
莫
大
な 

損
害
を
さ
せ
た
の
か 

そ
の
書
面
に
は
「
住
民
投
票
と
い

う
莫
大
な
費
用
の
か
か
る
選
挙
」
と

攻
撃
し
て
い
ま
す
が
、
30
年
間
も

盗
み
続
け
た
「
莫
大
な
」
水
道
代
金

や
約
１
８
５
０
万
円
の
請
求
に
対

し
、
１
５
０
万
円
（
毎
日
新
聞
４
月

13
日
）
し
か
支
払
っ
て
い
な
い
こ

と
は
忘
れ
た
の
で
し
よ
う
か
。 

私
た
ち
は
、
住
民
投
票
を
参
議
院

選
挙
と
同
時
実
施
が
望
ま
し
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
選
管
事
務
局
に
よ

れ
ば
、
解
職
の
是
非
を
問
う
住
民
投

票
の
「
単
独
実
施
」
の
場
合
、
通
常

選
挙
の
半
額
以
下
、
「
同
時
実
施
」

の
場
合
「
単
独
実
施
」
よ
り
も
さ
ら

に
軽
減
で
き
る
見
通
し
と
説
明
し

て
い
ま
す
。 

解職請求とは？ 
地方自治法 第 80条に定められた「住民の

政治参加」を保障した制度の一つ。議員をや

めさせる手続きで、「リコール」とも呼びます。

「選挙区におけるその総数の３分の１以上の

者の連署を以て」「議員の解職を請求すること

ができる。」と決められています。 
議員の身分は「全体の奉仕者」として法的

に保障されており、議員の「職」を失うのは、

自ら辞職する場合の他、禁固１年以上の刑が

確定した時などに限られ、もうひとつがこの

制度です。 
署名集めの期間は市、町、村では１か月間

と定められており、請求代表者および代表者

から委任を受けた「受任者」が１か月間で集

めた署名簿を選挙管理委員会に提出します。

縦覧や異議申立などの諸手続きを経て、有権

者の３分の１以上の署名が有効であれば、60
日以内に「解職の是非」を問う「住民投票」

が実施されます。 
最近の事例では、無免許運転で有罪判決が

確定した広島県議会議員の正木篤氏に対する

住民投票で、95.88％の解職賛成となり正木県
議は失職しました（今年 2月 3日）。 
 


